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○ １９９２年、国連環境開発会議(地球サミット)開催にあわせ「気候変動枠組条約」とともに「生
物多様性条約」が採択。

・熱帯雨林の急激な減少、種の絶滅の進行への危機感、人類存続に不可欠な生物資源消失
への危機感が動機となり、生物全般の保全に関する包括的な枠組を設けるため作成。

○ １９９３年に発効。同年に我が国は締結。

○ 【本条約の目的】 ①地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全、②生物資源を持続
可能であるように利用、③遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分

地球上に存在するすべての生物その生息環
境等がそれぞれ異なっている(変異性を有し
ている)ことを意味。
種の内部に含まれている遺伝的な多様性、

生物の基本的単位である種の多様性、個々

の種の生息基盤である生態系の多様性、と

うい３つのレベルでとらえている。

■生物多様性条約について

条約の中長期的目標

２０１０年までに生物多様性の損失速度
を顕著に減少させる（２０１０年目標）
(第6回締約国会議(2002年)で決定)

・森林など生態系の範囲、種の多さ、絶滅危惧種の動向、外来種の動向、人間の生
態系への影響、海の大型の魚の動向など１５の指標のうち１２の指標で悪化。
【2006年UNEP報告】

平成22年(2010年) 第10回締約国会議（愛知県名古屋市で開催予定）において、取組を報告。

■生物多様性国家戦略について

現行の生物多様性国家戦略において、生物多様性保全の現状について、３つの危機に大別。
◎第１の危機 開発や乱獲など人間の活動に伴う負のインパクトによる生物や生態系への影響。
◎第２の危機 里山の荒廃、中山間地域の環境変化等の人間活動の縮小や生活スタイルの変化に伴う影響。
◎第３の危機 移入種等の人間の活動によってあらたに問題になっている影響(アライグマ等)。

○生物多様性条約第６条に基づき各締約国が作成。

・農林水産業と生物多様性への正負
の影響が未把握。
・見直しの議論の中では、各分野にお
ける主体的な取組の必要性が指摘

・H18年８月から、環境
省において有識者懇
談会等で見直しに向
けて論点を整理

・H19年４月より、中央
環境審議会で見直し
の作業を開始予定

生物多様性条約における生物多様性の認識

現行の国家戦略では生物多様性の保全に向
けた農林水産業における具体的な施策として、
○森林・林業における取組
○農地・農業における取組
○漁業における取組 等 をそれぞれ記
載

生物多様性の現状

農林水産業の維持・発展のために不可欠であ
る生物多様性の保全を総合的推進するため、

農林水産省生物多様性戦略を作成
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新・生物多様性国家戦略
（2002年3月）

第３次生物多様性国家戦略
(2007年秋頃策定予定)

生物多様性国家戦略
(1995年10月)

生物多様性をめぐる情勢



人類生存の基盤
地球上の生物はひとつひとつの個体だけで生きているものでなく、
多様な生物と大気、土壌などの要素から構成される、生態系という
ひとつの環の中で相互に深く関わりを持ち、様々な鎖でつながり
あって生きている。
人間生存の基盤である環境は、こうした生物の多様性と自然の
物質循環を基礎とする生態系が健全に維持されることにより成り
立っている。

世代を超えた安全性・効率性の基盤
生物多様性を尊重することは、適正な土地利用を行うことを通じ
てトータルで長期的な安全性、効率性を保証する。

生物多様性の保全・利用の５つの理念（新・生物多様性国家戦略）

有用性の源泉
生物多様性は、社会、経済、科学、教育、芸術、レクリエーション
など様々な観点から人間にとって有用な価値。

豊かな文化の根源
自然と共生する社会、新たなライフスタイルを築くためには、長い
歴史の中で、地域に特有な自然に順応する形で培ってきた知識、
技術、豊かな感性、美意識に学ぶことが不可欠。

予防的順応的態度
①人間は、生物、生態系の全てをわかり得ないことを認識し、謙虚
に、慎重に行動。
②的確なモニタリングと、その結果に応じた柔軟な対応。
③科学的な知見に基づき、関係者が自然的、社会的情報を共有し
社会的な選択として自然資源の管理と利用の方向性を決定。

持続的な農林水産業のための基盤
農林水産業は、自然界の循環機能を利用し、動植物を
育むことによって行われる生産活動であり、 農林水産業

の基盤としての環境も、生物の多様性と自然の物質循
環を基礎とする生態系が健全に維持されることにより成
り立っている。

世代を超えた安全性・効率性の基盤
生態系と調和した農林水産業の振興により、安全な農
産物の提供や、農林水産業の持続的な発展を保証。

農林水産業・農山漁村における有用性の源泉
食料生産のほか、燃料や資材など農山漁村の生活の
ための各種資源、自然とのふれあいの場、品種改良等
における遺伝子資源など、様々な価値を提供。

豊かな里地里山を育む地域社会の根源
人間の自然への働きかけにより長い歴史の中で形づく
られてきた農山漁村の環境を維持・保全していくために
は、地域に培われてきた知識、技術等を活かして行くこ
とが不可欠。

予防的順応的態度
①農林水産業と生物多様性の関係についても、未知の
部分があることを認識し、広い視野で行動。
②現状評価のためのモニタリングと検証。
③多様な視点による検討と、地域の幅広い関係者の参
画により方向性を決定。

農林水産業・農山漁村における生物多様性の視点
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農林水産業・農山漁村における生物多様性保全の視点



国土の大半を占める農林水産業の場は、国土の

生物多様性保全のため重要な環境を形成

農地面積 481万ha・・・国土の13％
水環境 200万haの水田

40万kmの水路、21万ヶ所のため池
森林面積 2,512万ha・・・国土の67％
人工林 1,036万ha
国有林 764万ha

漁場 日本の排他的経済水域面積447万km2 は世界第６位

農林水産業・農山漁村における生物多様性の保全

里地里山
農林業の営み等を通じて、
特有の自然環境が持続的
に形成され、多様な野生動
植物が生息・生育

森林
原生的な天然林の保全や持
続可能な森林経営を通じて、
多様な野生動植物が生息・
生育

里海
藻場・干潟など、人が適度
な働きかけを継続しながら、
多様な魚介類等、自然か
らの恵みを享受

海洋
寒流・暖流が交錯する生
物の多様性に富む豊かな
漁場

バイオテクノロジー

遺伝資源の保存・提供等

遺伝子組換え作物の利
用における安全性確保
（カルタヘナ法）

国際的視点
食料・木材・水産物などを輸入に依存
国際的な視点による評価の必要性

農林水産業・農山漁村と生物多様性

宅地, 183,
5%

その他,
603, 16%

農用地,
481, 13% 森林,

2512, 66%

木材輸入
6,868万m3

輸入農産物
1,200万ｈａ相当

遠洋漁場
輸入水産物

農林水産業は、自然界の循環機能を利用し、動植物を育むことによって行われる生産活動であり、 持続可能

な農林水産業の維持・発展のためには生物多様性の保全は基本的な課題
また、自然と人間が共存してきた農山漁村特有の自然環境を維持することが重要

国土面積
３，７７９万ha 輸入

沿岸漁場

国産材
1,656万m3

海外

2,512万ha 67%

481万ha 13％
農用地
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外来生物等への対応

○人口減少・高齢化
○生活様式の変化
○国産農林水産物の利用減少

海外
○輸入に依存する食糧・木材・水産物
○森林減少、違法伐採
（世界的な生物多様性は、種の多さ・絶滅危惧種の動向など、多
くの指標で悪化。その主要な要因の一つは農林水産業の拡大）

国内農林水産業の振興による自給率の向上

＜生物多様性保全の観点から現状をどう評価するか＞
・エコファーマー 11万人
・食料自給率 40％、用材自給率 20％
・藻場・干潟は高度経済成長期に大幅に減少

農林水産業と生物多様性の関係の把握及び定量
的な評価・目指すべき姿の明確化

森林
○林業・山村の活力低下により間伐等の施業が十分実施できな
いこと等による森林の荒廃が懸念

里地里山
○農村の過疎化・高齢化、担い手の減少による、耕作放棄地の増
加・里山等農林業を通じてつくられる特有の自然環境の荒廃
＜耕作放棄地38万ｈａ等＞

○農薬・肥料の不適切な使用など、農業生産活動等による多様な
動植物の生息環境の減少

鳥獣被害の増加 ＜被害金額187億円＞

里海
○水質の悪化等による藻場・干潟の減少

海洋
○水産資源の減少、海鳥等の混獲など

背
景

健全な農林水産業の営みと、国民の参加による農
山漁村の特有の自然環境の維持

重視する機能に応じた適正な整備と保全による、森
林の多面的な機能の発揮

水産動植物の生育環境の保全、多面的機能の発揮

農業生産活動と生物多様性との調和に向けた環境
に配慮した農林水産業への移行
・環境保全型農業の推進
・環境に配慮した基盤整備の推進

４４

遺伝資源等
○環境悪化等により貴重な遺伝資源が減少、減失の危険
○外来生物による生態系被害

持続可能な森林経営の推進

農林水産業・農山漁村における生物多様性保全に向けた課題



生物多様性に配慮した
農林水産業の推進

健全な農林水産業の振興、
農山漁村の活力向上による
農林水産業を通じてつくられ
る特有の自然環境の維持

○有機農業等の推進
○鳥獣害防止対策の推進
○耕作放棄対策の推進
○多様な主体が行う地域資源を保全するための共同活動の支援
○生物多様性に配慮した農業農村整備手法の推進・普及
○希少な野生生物など自然とふれあえる空間づくりの推進(冬期湛
水の取組など)
○都市農山漁村の交流・定住促進による地域資源の保全・活用
○間伐等適切な森林の整備・保全の推進
○企業やＮＰＯによる国民参加の森林づくり活動の推進
○海洋生物資源の保全・持続的利用（資源回復計画等） 等

安全で良質な農林
水産物を供給

国産農水産物・国
産材の活用、バイオ
マスの活用

自然とのふれあい、
環境教育の推進

農林水産省生物多様性戦略の策定 農林水産省の生物多様性保全に向けた基本的な方針・戦略を作成

戦略の視点
■多様な主体による取り組み
■多様な分野との連携
■実践的な行動計画
■国民の目線に立った内容により、国民的な行動に
向けたインセンティヴの提示

新しい生物多様性国家戦略への反映

生物多様性条約の中長期目標への貢献
（２０１０年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少）

農林水産業、農山
漁村の活性化

幅広い国民の理解と参加のもと、生物多様性に立脚した持続的な農林水産業を推進

○環境保全に配慮した農林水産業の推進
○農林水産業と生物多様性の関係についての評価指標の開発の検
討
○主要施策における、生物多様性保全の検証・反映

目指すべき姿(目標)を明確した環境と調和した農林水産業の推進

国土の生物多様性保全に向けた地域の多様な取り組み支援

５５

地球温暖化防止、
国土の保全

農林水産業・農山漁村における生物多様性の保全に向けた施策の基本的方向



農林水産業は自然循環機能を利用し、動植物を育みながら営まれることから生物多様性に大きく依存。また、農林水産業の場は
国土の大半を占めており、持続可能な農林水産業の維持・発展のためには、国土の生物多様性の保全は不可欠。

森林：原生的な天然林の保全や持続可能な森林経営を通
じて、多様な野生動植物が生息・生育する場

里地里山：農林業を通じ自然環境が持続的に形成・維持さ
れており、多様な生物が生息・生育する場

里海：人が適度な働きかけを継続することで自然からあらゆ
る恵みを持続的に享受できる場(魚介類の産卵・稚魚の生
育場としての藻場・干潟等)

農林水産業と生物多様性

○人口減少・高齢化、
○生活様式の変化
○国産農水産物・国産材の利用低下

農林水産省生物多様性戦略のイメージ(各分野での行動計画)

現状

○林業の再生による適切な森林整備の実施、○企業やNPO等国民参加
の森林づくりの推進、○保護林、保安林、○緑の回廊(分断回避)、○
針広混交林化、広葉樹林化など多様な森林づくりの推進 等

○藻場・干潟の造成・再生、
○漁場環境保全(汚泥浚渫、覆砂)  等

○海洋生物資源の保全・持続的利用(漁業回復計画、適切なつくり育てる
漁業の推進、マグロ・鯨等資源への対応、海鳥等の混獲防止) 等
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消費者に安全で良質な農
水産物を提供

国産農水産物・国産材の活用、循環
利用可能なバイオマスの活用

農林水産業、農山漁
村の活性化

自然とのふれあい、
環境教育の推進

○有機農業の推進、安全かつ良質な農作物の提供(小規模有機農家応援)
○動植物の生息環境の維持や鳥獣被害を軽減するための里地里山の整備・
保全の推進(農地と山林等との間にある藪を刈払いするなど管理対策を強
力に推進 等)
○たい肥による土づくり、土壌生物多様性の解明・保全・持続的利用
の推進
○病害虫及び雑草の徹底防除から生物を利用した防除への転換(土着天敵
利用)
○希少な野生生物など自然とふれあえる空間づくりの推進(冬期湛水、トキ
などの生息環境整備、生態系ネットワーク、ミティゲーション、普及員活用等)

○自然環境・農村環境を保全・利用、地域資源活用による都市と農山
村の交流・定住(棚田等農村環境保全、グリーン・エコツーリズム、空家利用等) 

○里山林の整備・保全・利用 等

川

○水産資源減少によるマグロ等の漁獲量の減少、漁業
対象種以外(海鳥、海亀等)の混獲など

○水質の悪化、海底の汚泥堆積など→藻場・干潟の減
少

○農林業従事者の減少など担い手不足、耕作放棄地の
増加、里山保全の停滞→野生動物の生息域減少、鳥獣
被害の増加
○不適切な農薬・肥料の使用方法や生産基盤整備→生
物多様性へ悪影響

○林業・山村の活力低下による間伐等の実施不足→森
林荒廃の懸念。病害虫被害、災害の頻発等→野生動植
物の生息・生育環境が変化

里地里山里海などの保全を通じ、地域を評価・応援

幅
広
い
国
民
の
理
解
と
参
加
の
も
と
総
合
的
に
生
物
多
様
性
の
保
全

を
推
進
。

これから

６６

海洋：寒流・暖流が交錯する生物の多様性に富む豊かな漁
場



各分野における生物多様性に関する現状と課題
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・農村環境の保全と利用……11
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・持続可能な森林経営の推進……13
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・水産業における生物多様性の保全とその取組……16

・国際的な枠組みなどに基づく野生生物への対応……17

・国内の海洋生物資源等の保全及び持続的な利用の取組……18

・漁場環境の保全及び改善を図るために行う主要な取組……19
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・遺伝子組換え農作物等の規制による我が国の生物多様性の確保……21



環境保全型農業の推進

平成18年12月に成立した有機農業推進法に基づき、生物多様性の保全等に資する有機農業を推進。有機農業の推進

農地や農業用水等の資源の保全向上活動と一体的に、化学肥料や化学合成農薬の使用を大幅に低減するなど、地域でまとまって環境負

荷を低減する先進的な営農活動等に対する支援を行う農地・水・環境保全向上対策を平成１９年度より実施。

【農地・水・環境保全向上対策のうち営農活動支援】

先進的な営農活動への支援

持続農業法に基づき、たい肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農業者（エコファーマー）の認定を
促進。 【エコファーマー認定件数：１１１，２７３件（平成１８年９月末現在）】

エコファーマーの認定促進

環境と調和のとれた農業生産活動の確保を図るため、農業者が最低限取り組むべき規範(農業環境規範)を策定し、各種支援策を実施する
際の要件とするなど、その普及・定着を推進。

農業環境規範の普及・定着

このほか、IPM（総合的病害虫管理）の普及・定着、共同利用機械・施設等への支援や環境保全型農業についての普及啓発活動等などの取組を実施

○ 環境保全型農業推進施策の概要

○ 農業生産活動は二次的自然環境を形成する農地において行われており、適切な農業生産活動を通じて、自然環境の保全、

良好な景観形成など、環境保全上の多様な機能を発揮する面がある。

○ 一方で、効率の過度の追求や不適切な資材利用・管理によって環境に負荷を与え、周辺の自然生態系への影響や、河川、

湖沼等の水質の悪化などを招くおそれがある。

○ このため、農業の持つ自然循環機能の維持増進を図り、環境への負荷の低減をする環境保全型農業を推進する。

○ 農業生産活動に伴う環境へのリスク ○ 環境と調和のとれた農業生産

●過剰な施肥

●不適切な

農薬の使用

など

●適正な施肥

●適正な

防除の実施

など

施策の
推進

農薬

減 少

有機物 減 少

減 少

減 少
環境の悪化

流出

７７



○ 環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換することを推進し、
農業生産活動に伴う環境への負荷の低減を図る必要がある。（食料・農業・農村基本計画）

○ そのためには、我が国の病害虫防除を、総合的病害虫・雑草管理(Integrated Pest Management：IPM)に転換していく必要がある。

ＩＰＭの普及・定着に向け今後の取組方向

○ＩＰＭ実践指標の作成、モデル地域の育成等

チェック欄

点 昨年度 今年度の 今年度

の実施 実施目標 の実施

管理項目 管理ポイント 数 状況 状況

水田及びその周 農薬の効果向上と水質汚濁防止のため、畦畔の整備、畦塗

辺の管理 りなどにより、漏水を防止する。 1

、 。病害虫発生予察 病害虫防除所が発表する発生予察情報を入手し 確認する

情報の確認 1

防除の要否の判 都道府県が推奨する要防除水準を利用する。なお、防除が

断 必要と判断された場合には、防除を実施する。 1

○

○

○○

○○

○ ○

○ＩＰＭを効果的かつ安全に実施するための実施基準の策定

土壌消毒における環境
負荷低減技術の評価 等

農業者にインターネットで情報提供
（要素技術の評価・マニュアル）

化学農薬の天敵に対
する影響の評価

周辺作物への農薬飛散
防止対策の評価

消毒ガス

難透過性フィルム

○ＩＰＭ普及に対する国民の合意形成、関係機関の連携強化
・ＩＰＭについて、消費者をはじめとする国民に認知してもらい、
普及に向けての合意形成を図る
・流通関係者など農業生産現場以外の関係者も含め、連携を強化

【判断】

【予防的措置】

病害虫･雑草の発生しにくい環境の整備
・耕種的対策の実施（作期移動、排水対策等）

・輪作体系の導入 ・抵抗性品種の導入

・種子消毒の実施 ・土着天敵の活用

・伝染源植物の除去

・化学農薬による予防

（育苗箱施用、移植時の植穴処理等）
・フェロモン剤を活用した予防 他

防除要否及びタイミングの判断

・発生予察情報の活用

・圃場状況の観察 他

病害虫等の発
生状況が経済
的被害を生ず
ると判断

総合的病害虫・雑草管理(IPM)とは

病害虫の発生予察情報等に基づき、様々な防除技術を適切に
組み合わせ、環境負荷を低減しつつ病害虫の発生を経済的被害が
生じるレベル以下に抑制する防除の手法

【防除】

多様な手法による防除
・生物的防除（天敵等）
・物理的防除（粘着板等）
・化学的防除（化学農薬） 等

多様な手法による防除

・生物的防除（天敵等）

・物理的防除（粘着板等）
・化学的防除（化学農薬） 他

・経済的に受け入れ可能なコストで、消費者に信頼される農作物の
生産ができる

・人の健康に対するリスクと環境への負荷が軽減
・農薬使用履歴等の栽培管理状況に関する情報を知ることができる

生産者の
メリット

消費者の
メリット

８８

総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の普及・定着



鳥獣害防止対策の推進

○ 環境省、農林水産省を中心とする関係省庁
連絡会議を設置し、
① 捕獲による適正な個体数調整
② 鳥獣の生息環境の管理
③ 被害の防除 を基本に取組を推進

○ 農林水産省としては、被害の防除を中心に
以下の取組等を推進

鳥獣被害の現状鳥獣被害の現状 施策（現状（課題への対応状況））施策（現状（課題への対応状況）） 今後の取組方向今後の取組方向

○ 里地里山における人の活動の低下や管理の低下、少雪化傾向等に伴い、中山間地域を中心に、イノシシ等の野生鳥獣
の生息分布域が拡大し、捕獲数も増加

○ 農林水産業被害等の鳥獣と人とのあつれきが深刻化

○ 農林水産省においては、環境省等関係省庁との連携の下、被害防止に向けた対策を充実・強化する方向

２．１倍１千２百頭２千５百頭クマ類

７．５倍

２．０倍

３．２倍

５．１倍

増加率

３千羽２万３千羽カワウ

７千頭１万４千頭ニホンザル

２万頭６万４千頭ニホンジカ

１万９千頭９万８千頭イノシシ

Ｈ６年度Ｈ１６年度

○農作物被害金額は全国で１８７億円（H17）

○鳥獣害が耕作放棄地の発生要因の一つ

有害捕獲数の増加

生息分布域の拡大

農林水産業への被害

昭和５３年から平成１５年にかけて

環境省生物多様性

センター調査より

うちイノシシ約49億円、シカ約39億円、
サル約14億円、クマ約３億円、
アライグマ(外来生物)約1億円

イノシシ 1．3倍
ニホンジカ 1．7倍
ニホンザル 1．5倍

に拡大

（環境省業務資料より）

・耕作放棄地の発生要因に係るアンケート調査 では、
２割の者が「鳥獣害が多い」と回答

技術指導に当たる人材の育成・確保

（研修の実施、被害防止マニュアルの作成、専門家の登録・紹介等）

効果的な被害防止技術の開発

地域の取組に対する支援

（侵入防止柵の設置や総合的防除技術体系の確立等）

居住地周辺の里地里山の整備活動の推進

【生息環境管理】

【個体数調整】

総合的な取組

・鳥獣を引き寄せない取組の
推進 （未収穫果実の除去や
耕作放棄地の解消等）
・農耕地への侵入防止（侵入
防止柵の設置や追い払い体
制の整備等）

・県の計画に基づく個体数管理
・有害捕獲及び狩猟による捕獲
・分布域等の把握 等

・居住地周辺の里地里山の整
備活動の推進 （鳥獣の隠れ
場所となる藪などの刈払い等）
・生息環境にも配慮した森林の
整備及び保全活動の推進

鳥獣害防止対策の基本的な考え方

人と鳥獣の
棲み分け
が重要

有害鳥獣の個体数管理及び捕獲体制の強化

生息環境管理対策の強化

・鳥獣の保護管理制度における農林部局の参画促進及
び広域的な指針や市町村レベルの実施計画の作成促
進等個体数管理の強化

・農業者によるわな猟免許取得の促進と市町村、農業関
係団体等による有害鳥獣捕獲体制の整備

連携

・被害の発生していない周辺地域やＮＰＯ等との連携や捕
獲獣の地域資源としての活用等新たな視点を取り入れた、
各地域での防除対策の推進

・鳥獣を引き寄せない新たな営農管理技術の開発

・被害の面的拡大を防ぐための対策の検討

新たな視点に立った防除対策の推進

関係省庁の連携体制の強化

地方自治体、農業関係団体、ＮＰＯ等による推進体制の整備

【被害の防除】

９９

・里地里山等の管理対策の促進
・針広混交林化、広葉樹林化等多様な森林づくり活動の
推進



土地改良法第１条２ （Ｈ１３改正）
土地改良事業の施行に当たっては、その事業は、
環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開
発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合
するものでなければならない。
食料・農業・農村基本計画 （Ｈ１７）
豊かな田園自然環境を形成するため、生態系・景
観・文化等の農村環境の総合的な保全・形成に配慮
した基盤整備を実施する。

区画の拡大・乾田化による影響
用排水路、農道の整備による影響
用排分離の影響
ため池、湿地、緑地等の減少

農業農村整備事業は、持続的な農業の営みを可能とすることにより、生物の生息・生育環境である二次的自然を保全・形成する役割を果たしているが、
事業の実施が生物多様性に影響を与える側面を有していることから、生物多様性を始めとした農村環境に配慮して実施。

農業生産性の向上
農業経営の合理化
持続的な農業生産活動による多面的
機能の発揮
耕作放棄防止

環境に配慮した農業農村整備

水田と水路が連続してい
る用排水兼用水路

用排分離された水田と
の連続性が分断された
排水路

水田等の農地の
他、水路、ため池、
二次林などの多
様な環境が、多く
の生物を育む良
好な農村環境を保
全・形成

＜田園環境整備マスタープラン＞＜田園環境整備マスタープラン＞

農村地域の環境保全に関する基本計画で、地域の整備計画等を
定めるとともに、「環境創造区域」と「環境配慮区域」に区分。農業
農村整備事業を採択する際の要件の１つ。

H18.3時点で２，６０９市町村（H16.3の田マス対象市町村3,148
に対する数値）が策定。

＋

－

多様な環境要素を持つ農村空間多様な環境要素を持つ農村空間

農業農村整備事業の実施農業農村整備事業の実施

持続的な農業の営みを可能にし、二次的自然を保
全・形成する役割を担っている一方で、生物多様性
に影響を与える側面がある。

法や基本計画に施策を位置づけ法や基本計画に施策を位置づけ

講じている主な施策等講じている主な施策等

背景と課題 施策の現状 更なる向上の検討

＜研修会やセミナー＞＜研修会やセミナー＞

環境に配慮した
事業実施のため
の手引書（第１～
３編）、同技術指
針、景観配慮の
手引き等を作成

知識・技術の習得
意識啓発

・事業の効率的な実施を図りつつ、環
境への負荷や影響を回避・低減して
実施
・国営土地改良事業における環境配
慮計画の作成と実施
・移動障害の解消や生息環境の保
全・創出等の実施

定性・定量的な基礎情報の充実

■農地・農業水利施設等における生息・ 生育状

況の把握

■農地・農業水利施設等における生態系の保全・

向上技術の構築

■環境配慮施設のモニタリング等

住民参加等による
生物ネットワーク保全

■行政,住民,NPO,企業,研究機関の協働の推進

農業農村整備事業における
環境配慮の一層の推進

■一部の地域において，農地・農業水利施設等

における生態系の保全のための目標及び区域

設定等の検討

■上記目標及び区域設定等を踏まえ、特定事業

の実施

■農業水利施設を活用した生物ネットワークの

形成・促進

＜情報・技術書整備＞＜情報・技術書整備＞ ＜農業農村整備事業＞＜農業農村整備事業＞

農村地域における生物の農村地域における生物のネットワークのネットワークの
保全・形成保全・形成を推進を推進

生物多様性の評価指標の検討

■事業実施における生物多様性の指標設定の
検討
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135

217 244

343
386

S60 H2 H7 H12 H17

背景と課題 施策の現状 更なる向上の検討

農村地域の自然環境は、農業生産活動等の人の働きかけにより維持されており、農村地域での農業振興は、このような二次的自然・生態系の保全の
観点からも重要。

農村環境の保全と利用

農村部においては、過疎化、高齢化が進行している
とともに、耕作放棄地が増加。

＜中山間地域等直接支払制度＞＜中山間地域等直接支払制度＞

中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正する農家等
への交付金により、農業生産活動の維持を通じて、耕作放棄地の
発生を防止し、多面的機能を確保する。

●耕作放棄の発生防止
●多面的機能の維持増進
●将来に向けた農業生産活動の継続的実施
●集落機能の強化

■交付市町村数 １，９０６市町村
■協定数 ３３，９６９件
■交付面積 ６６万５千ｈａ （平成１６年度の実施状況）

＜高齢化の推移＞

＜景観保全活動や自然再生活動を行っている＜景観保全活動や自然再生活動を行っている
ＮＰＯ等に対し、公募方式により直接支援＞ＮＰＯ等に対し、公募方式により直接支援＞

○景観保全活動 ○自然再生活動

生きもの調査や小ビオトー
プの造成等の生態系保全
等、農村自然環境の保全
再生に資する活動

棚田の保全、景観作物
の植栽、農村の原風
景の創造等、農村景
観の維持・保全、創造
に資する活動

講じている主な施策等講じている主な施策等

＜農地・水・環境保全向上対策＞＜農地・水・環境保全向上対策＞

農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るため、効
率的・安定的な農業構造と併せて、基盤となる農地・農業用水等
の資源や環境の保全と質的向上を図るとともに、農業が本来有
する自然循環機能を維持・増進することを目的に実施。

農業者
地域住民

学校
PTA

NPO
自治会

水土里ネット
JA 水路の泥上げ 生き物調査

農業・農村が生物多様性に
果たす役割につき
国民的理解を促進

■都市と農村の交流等を通じ，多
様な主体が参加する形で保全活
動の担い手を確保

■里地里山の環境を整備し，生物
多様性に対応した地域の取組を
支援

里地の維持・保全活動

■環境教育や生物多様性の認識を
深めるため，生きもの調査の
実施

＜農業地域累計別にみた総人口の推移＞

資料：農林水産政策研究所

※2000年を100として表示

＜耕作放棄地面積の推移（千ｈａ）＞

人の働きかけの継続により二次的自然・人の働きかけの継続により二次的自然・
生態系を保全するために・・・生態系を保全するために・・・
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森林・林業と生物多様性

森林・林業の現状森林・林業の現状 施策（現状への対応状況）施策（現状への対応状況）

林業の現状とその影響

わが国の森林の状況

森林に対する国民ニーズの多様化

森林整備事業

○ わが国は国土の３分の２（2,512万ha）を
森林が占める緑豊かな森林国

○ 戦後荒廃した国土の緑化により森林の４割
（1,140万ha）の育成林を造成

○ わが国の森林資源は、ここ40年で面積は横
ばい、蓄積は人工林を中心に２倍以上に充実

○ 森林を守り育てる林業は、木材価格の低下
や経営コストの増大等から厳しい状況

○ 間伐等の森林施業が十分実施されず、森林
の荒廃が懸念

○ 近年、局所的な豪雨等により災害が頻発
○ 中国の木材輸入量の増大や木材自給率の好
転など新たな「きざし」

○ 地球温暖化の防止、山地災害の防止、生物
多様性や景観の保全、環境教育の場としての
利用や花粉の発生抑制等、森林に対するニー
ズが多様化

今後の取組方向今後の取組方向

森林整備地域活動支援交付金

治山事業、保安林制度

森林づくり交付金

保護林保全緊急対策事業

緑の回廊整備特別対策事業

希少野生動植物保護管理事業

地域活動支援による国民参加の緑づ
くり活動推進事業

強い林業・木材産業づくり交付金

学校林整備・活用推進事業

森林・林業基本計画の着実な推進

「美しい森林づくり推進国民運動」

幅広い国民の理解と協力を得て以下の目標を推進
① 今後６年間で330万haの間伐を実施
② 100年先を見据え広葉樹林化、長伐期化等多様な森林づくり

○ すべての森林は、多種多様な生物の生息・生育の場として生物多様性の保全に寄与

○ 生物多様性等森林の有する多面的機能は、森林の適正な整備・保全により発揮

生物多様性の
保全

国土の保全等の推進
○ 保安林の適切な管理、国民の安全・安心のた
めの効果的な治山事業の推進

○ 優れた自然環境を有する森林の保全・管理の
推進 など

森林を支える山村の活性化
○ 都市と山村の共生・対流と山村への定住促進
など

国民参加の森林づくりと森林の多様な利用
○ 企業等による森林づくり活動の推進
○ 地域と都市住民に連携による里山林の再生
など

多様で健全な森林への誘導
○ 間伐を適切に推進するとともに、広葉樹林化、
針広混交林化、長伐期化等多様な森林整備を推
進 など

林業の持続的かつ健全な発展
○ 林業経営規模の拡大
○ 人材の育成及び確保 など

などを実施
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世界の森林は急速に減少・劣化

２０００年から２００５年までに、
約１，２９０万ha（造林等による増加を
差し引くと約７３０万ha＝日本国土の

１／５）の森林が毎年減少

持続可能な森林経営の推進

世界の森林の状況世界の森林の状況

年間増減面積

（千ｈａ）

森林率

（％）

森林面積

（百万ｈａ）
区分

－３３３３２．９７０６北米・中米

６６１４４．３１，００１ヨーロッパ

－３５６２４．３２０６オセアニア

－４，２５１

１，００３

－４，０１４

－７，３１７

４７．７８３２南米

１８．５５７２アジア

２１．４６３５アフリカ

３０．３３，９５２世界総数

世界の森林面積（２００５年）

※ 年間増減面積は00～05年の５年間の変化
（ＦＡＯ世界森林資源評価２００５より）

我が国の国際協力・違法伐採対策等我が国の国際協力・違法伐採対策等

ＦＡＯ森林・林業分野のプロジェクトに対す
る資金拠出と専門家派遣の実施等

○ 国際機関を通じた多国間協力

○ ＪＩＣＡ等を通じた二国間協力

○ 違法伐採への取組

ＩＴＴＯ本部事務局の運営や違法伐採抑制の
ためのプロジェクト実施に係る経費を拠出

グリーン購入法により、政府調達の対象を合
法性、持続可能性が証明された木材とする措置

専門家派遣、研修員の受け入れ、プロジェク
ト方式技術協力等の実施

返済義務を課さない無償資金協力、国際協力銀
行を通じて行われる有償資金協力（円借款）の実施

ＮＧＯの行う海外植林への支援、人材育成、
途上国における森林保全等に関する基礎調査・
技術開発等

○ ＮＧＯなど民間協力の推進等

国連森林フォーラム(ＵＮＦＦ)

世界の持続可能な森林経営推進のため
の国際的枠組、目標、活動計画等を策定

国際的な協調の下での
持続可能な森林経営の推進

国際的な協調の下での
持続可能な森林経営の推進

アジア森林パートナーシップ(ＡＦＰ)

アジア地域の違法伐採対策、森林火災
予防等に政府、国際機関、ＮＧＯ等が連
携・協力

モントリオール・プロセス（ＭＰ）

森林経営の持続可能性を科学的に把
握・評価するための「基準・指標」の作
成・適用

Ｇ８による森林保全の取組など

地球的な地球的な
生物多様性の危機生物多様性の危機

などを実施
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国有林野は、我が国の国土の２割、森林の３割を占め、その多くが奥地脊梁山脈や水源地域に分布しており、原生的な天然林
が多く残されている。このため、生物多様性の保全等国有林野事業への期待の高まりを踏まえ、貴重な自然環境としての天然林
等を保護する「保護林」の設定や保護林をつなぐ「緑の回廊」の設定等多様な取組を展開。

○「保護林」の設定・保全の推進

・「保護林」は大正４年に発足した先駆的な自然環境保全制度であり、
貴重な動植物の保護や学術研究の場として重要な役割を担い、原則
として伐採を行わないなど厳格な保全・管理を実施。

・「保護林」の設定は、委員会を設け学識経験者等の意見を聴取する
などした上で行うとともに、植生の状況に応じて植生の回復に必要な
措置等を実施。

・平成18年4月現在の保護林の面積は約68万3千ha（850箇所）となり、
国有林面積の約１割に相当。

683850合 計

334地域の自然・文化のシンボルとしての
森林の保存

郷土の森

3035岩石の浸食や節理、温泉噴出物、氷
河跡地の特殊な地形・地質の保護

特定地理等保
護林

2136希少化している野生動物とその生息
地・繁殖地の保護

特定動物生息
地保護林

183380希少な高山植物、学術上価値の高い
樹木群等の保存

植物群落保護
林

9326林業樹種と希少樹種の遺伝資源の保
存

林木遺伝資源
保存林

3612森林生態系を構成する生物全般の遺
伝資源の保存

森林生物遺伝
資源保存林

40027森林生態系の保存、野生動植物の保
護、生物遺伝資源の保存

森林生態系保
護地域

面積箇所数目的種類

●知床の保護林

平成１７年に世界自然遺産に登
録された知床のうち、陸域
（48,700ha）の約95%が国有林で
あり、その全域が森林生態系保護
地域という保護林に指定され保
全・管理されてきた地域となってい
る。

白神や屋久島の世界自然遺産も
そのほぼ全域が保護林であり、世
界自然遺産の登録に大きく貢献し
ている。

<保護林の設定状況>

資料：林野庁業務資料 H18.4.1現在
注：四捨五入により各項目の計と合計は一致しない

知床森林生態系保護地域（保護林）

知床岳

硫黄山

羅臼岳

遠音別岳

知西別岳

自然観察教育林

レクリエーションの森

保全利用地区

保全地区

保護林（森林生態系保護地域）

（凡 例）

※自然観察教育林は保全利用地区に重複して設定。

（面積：千ha）
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○「緑の回廊」の整備の推進

・「緑の回廊」は平成１２年に発足した制度であり、個体群の交流を促
進し、種や遺伝的な多様性を確保することを目的に、保護林相互を
連結するネットワークを形成するもの。

・「緑の回廊」の設定は、委員会を設け学識経験者等の意見を聴取し
た上で行うとともに、野生動植物のモニタリングや、希少野生動物の
採餌環境の整備等のための人工林の抜き伐り等を実施。

・平成18年4月現在の「緑の回廊」の面積は、約42万ha（22箇所、
1744km）となり、国有林面積の6％に相当。

平成１7年度に3箇所、31千haの「緑の回廊」を新たに設定。

●「緑の回廊」のモニタリング

国有林では、緑の回廊の適切な整備・管理を行うための
モニタリングを行っている。

例えば、東北森林管理局では、抜き伐りを行った人工林で
下層植生や広葉樹の導入が見られ、また、ニホンカモシカ
やホンドテン等様々な動物の生息も確認されている。

<「緑の回廊」の設定状況（H18.4.1）>

№ 面積 延長 森林管理局

1 12千ha   36km   北海道
2 19           83 北海道
3 7           30 北海道
4 73 400 東北
5 22           50 東北
6 11           60 東北
7 27 150 東北
8 64 260 東北、関東
9 27 70 関東

10 18 75 関東
11 13 38 関東
12 13 52 関東
13 6 44 関東
14 4 43 関東
15 2 24 関東
16 4 17 中部
17 6 21 中部
18 43 70 中部、近畿中国
19 24 66 中部、近畿中国
20 18 128 四国
21 2 5 九州
22 1           22 九州

（合計22カ所 約４２万ha）

①知床半島緑の回廊

②大雪・日高緑の回廊

③支笏・無意根
緑の回廊

④奥羽山脈緑の回廊

⑦北上高地緑の回廊

⑤白神八甲田
緑の回廊

⑥八幡平太平
山緑の回廊

⑧鳥海朝日・飯豊
吾妻緑の回廊

⑨緑の回廊越後線

⑩日光・那須塩原緑の回廊

⑪緑の回廊日光線

⑫緑の回廊三国線

⑬秩父山地緑の回廊

⑭丹沢緑の回廊

⑮富士山緑の回廊

⑯緑の回廊
雨飾・戸隠

⑰緑の回廊八ヶ岳

⑱白山山系緑の回廊

⑲越美山地緑の回廊

⑳四国山地緑の回廊

21綾川上流緑の回廊

22大隅半島緑の回廊
： 国有林

№ 面積 延長 森林管理局

1 12千ha   36km   北海道
2 19           83 北海道
3 7           30 北海道
4 73 400 東北
5 22           50 東北
6 11           60 東北
7 27 150 東北
8 64 260 東北、関東
9 27 70 関東

10 18 75 関東
11 13 38 関東
12 13 52 関東
13 6 44 関東
14 4 43 関東
15 2 24 関東
16 4 17 中部
17 6 21 中部
18 43 70 中部、近畿中国
19 24 66 中部、近畿中国
20 18 128 四国
21 2 5 九州
22 1           22 九州

（合計22カ所 約４２万ha）

①知床半島緑の回廊

②大雪・日高緑の回廊

③支笏・無意根
緑の回廊

④奥羽山脈緑の回廊

⑦北上高地緑の回廊

⑤白神八甲田
緑の回廊

⑥八幡平太平
山緑の回廊

⑧鳥海朝日・飯豊
吾妻緑の回廊

⑨緑の回廊越後線

⑩日光・那須塩原緑の回廊

⑪緑の回廊日光線

⑫緑の回廊三国線

⑬秩父山地緑の回廊

⑭丹沢緑の回廊

⑮富士山緑の回廊

⑯緑の回廊
雨飾・戸隠

⑰緑の回廊八ヶ岳

⑱白山山系緑の回廊

⑲越美山地緑の回廊

⑳四国山地緑の回廊

21綾川上流緑の回廊

22大隅半島緑の回廊
： 国有林

ホンドテンニホンカモシカ
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水産業は、海の豊かな恵みの上に成り立っており、持続可能な水産業の
維持・発展のためには、生物の多様性が健全に維持されることが重要

水産業と生物多様性

国際的な海洋生物資源の
保全及び持続可能な利用

○漁場環境の保全
・漁民の森づくりの推進
・漁業者を中心とした環境・生態
系保全活動に対する支援

○漁場環境修復の推進
・底質改善、藻場・干潟の造成
・漁業集落排水施設等の整備

○環境に配慮した漁港漁村の整備
・自然環境に調和した漁港作り
・漁港周辺水域の水質保全対策
・自然景観等に配慮した漁村整備
・都市と漁村間の交流促進 など

国内の海洋生物資源等の
保全及び持続可能な利用

海洋環境等の保全

○海洋生物資源の保全
・漁獲非対象生物の偶発的捕獲
等の削減

○海洋生物資源の持続可能な利用
の推進
・地域漁業管理機関等を通じた
資源管理の推進

・国際的な資源調査等の推進
・適切な資源管理を図るための
市場関連措置の導入

○鯨類資源への対応 など

○水産資源の保存・管理
・ＴＡＣ、ＴＡＥによる管理
・保護水面の適切な管理
○資源回復計画の推進
○監視及び取締活動
○増養殖の推進
・栽培漁業、さけ・ます増殖事業
の推進
・漁場環境に配慮した養殖漁業の
推進

○希少な野生水生生物の保護・管理
の推進 など

生物の多様性を維持した持続可能な水産業の発展
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サメ・海鳥に関する国内行動計画 希少な野生水産生物の保護

リュウキュウアユ（鹿児島県）
・年間５万個の卵の人工増殖を実施。
・沖縄県では、河川への放流も実施。

ﾐﾔｺﾀﾅｺﾞ

ﾘｭｳｷｭｳｱﾕ

オキチモズク（熊本県）
・人工増殖法によって種苗を作出。
・移植したものは、平成１４年度になった
時点でも繁殖していることを確認。

ウシモツゴ（岐阜県）
・人工増殖法により、毎年２００尾
を作出し、継代飼育。
・各地域の遺伝特性を把握したうえ
で放流及び生息地を拡大。

イタセンパラ（大阪府）
・毎年５００～１，０００尾を人工増殖
し系統保存。
・開発された技術を用いて、富山、愛知
県で系統保存・増殖事業が進行。

ミヤコタナゴ（栃木、埼玉県）
・二枚貝を使用するものと、人工採
卵・媒精するものの２つの人工増
殖技術を開発。
・系統保存されている一部は個体群回
復のため生息地に放流。

ｳｼﾓﾂｺﾞ
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国際的な枠組みなどに基づく野生生物への対応



○漁獲可能量（ＴＡＣ）制度
我が国は、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」
（資源管理法）に基づき、平成９年からＴＡＣ制度を導入。
対象魚種の選定として、以下の①～③のいずれかに該当す
るもののうち、資源状況等について十分な科学的知見がある
魚種についてＴＡＣを設定。
①漁獲量が多い等、国民生活上重要であるもの。
②資源状態が悪く、緊急にＴＡＣ管理が必要なもの。
③外国漁船により漁獲されているもの。

水産資源の保存・管理

1818

○漁獲努力可能量（ＴＡＥ）制度
平成１４年よりスタートした減船・休漁等の資源回復計画の
実効性を担保する措置として、漁獲努力可能量（ＴＡＥ）制度
を活用（休漁等後の集中漁獲を排除）。
対象魚種の選定として、科学的知見は十分ではないが、
以下の①及び②に該当する魚種についてＴＡＥを設定。
①地域の重要な海洋生物資源であるもの。
②資源状況が悪化していることから、早急に資源管理を図る必要があり、そのための
計画が策定されるものであって、さらにＴＡＥ管理が必要なもの。

生物多様性に配慮した増養殖の推進

○栽培漁業の推進
遺伝子多様性等に配慮した種苗生産・放流技術の開発
を推進

○さけ・ます増殖事業の推進
遺伝子多様性の保全等のためのふ化放流を継続すると
ともに遺伝子多様性に配慮した種苗生産・放流技術の開
発を推進

○養殖漁業の推進
漁場悪化を招かない持続的な養殖生産を実現するため、
漁場改善計画の策定を推進

○内水面漁業・養殖業の推進
環境・生態系に配慮した増殖手法の開発を推進

再生可能な資源である海洋生物資源の適切な保全と持続的利用の実現

国内の海洋生物資源等の保全及び持続的な利用の取組



底質改善

浚渫 作れい

覆砂耕うん

干潟造成

藻場造成

砂の投入により人工的に干潟の造成

海底に堆積したヘドロ等の除去 海底に堆積した浮泥を排出させる澪の
掘削

自然石やコンクリートブロック等の着定
基質の設置により藻場の造成

貝桁網の曳航等による海底の撹拌 悪化した海底に良質な砂の散布
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漁場環境の保全及び改善を図るために行う主要な取組



現状と課題

バイオテクノロジー等による生物資源の持続可能な利用

国内外の農業生物、林産生物、水産生物の
遺伝資源を収集・保存し、新しい品種の育成
などの研究に提供。

○生物多様性を保全するため、貴重な遺伝資源を収集・保存し、次世代に引き継ぐとともに、これを積極的に活用していく必要性。
○バイオテクノロジー等の科学技術の進展に伴い、遺伝資源を利用した画期的な新品種の育成や新産業の創出等を推進し、食料・農業・環

境問題等の解決に貢献。 → 生物多様性の構成要素たる遺伝資源の持続的な利用を図る。

生物資源の持つ有用性の価値

「食料及び農業に用いられる植物遺伝
資源に関する国際条約（仮称）」
(2004年6月発効：我が国は未加盟）

【内容】各国共通ルールの下で食料・農業
用植物遺伝資源の利用・提供を行うこと
ができるシステムの構築等。

多様な生物を農作物等の食料、医薬品、
燃料などの資源として利用することに
よって、私たちの生活は成り立っている。

生物資源生物資源は食料・農業・環境問題
の解決等に役立つ知的基盤

バイオテクノロジー等バイオテクノロジー等
科学技術の進展科学技術の進展

・超多収作物で生
産コストを低減

・病害虫に強い作物で
農薬を不要に

・汚染土壌、空気
を作物で浄化

・超高効率光合
成でCO2を吸収

・巨大バイオマス作物
でエネルギーを生産

現在の取組

２３６，０００点

作物の品種
野生種

種子・栄養体

植 物

２２，０００点

作物・家畜の病原
食品微生物

微生物

９００点

家畜、カイコの
凍結精子
凍結胚

動 物

ＤＮＡ ｃＤＮＡ、ＢＡＣ、ＹＡＣ
（イネ、ブタ、カイコ） ２６８，０００点

林木 ３２，０００点

水産生物 １，２００点

ユーザー
育種研究室
種苗会社
大学研究者
都道府県研
究機関
食品・農薬
メーカー

配布

探索・収集

特性評価

保 存

増 殖

来歴情報

特性情報

在庫情報

○ジーンバンクにおける保存内容 （Ｈ１７実績）

○ジーンバンク事業の流れ

ジーンバンク事業
(独立行政法人農業生物資源研究所等が運営)

遺伝資源を利用して画期
的新品種の育成、産業へ
の利用。

植物・動物・昆虫研究に
おいて、遺伝資源の機能
解明とその利用技術を開
発し、画期的新品種の育
成や新産業の創出に貢献。

「アグリ・ゲノム研究の
総合的な推進」（H19～）

ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ等による
遺伝資源の利用

遺伝資源の保存と提供

○生物多様性条約の発効→遺伝資源保有国
の主権的権利が認められ、保有国以外に
よる遺伝資源の収集が困難に

○環境悪化、熱帯林の急速な減少、砂漠化
の進行→貴重な遺伝資源が減少、滅失の
危険

遺伝資源をめぐる状

貴重な遺伝資源の保存の必要

遺伝資源の国際的取組

将来期待されるもの

・高機能繊維や医薬品
の開発

バイオテクノロジー
による遺伝資源の
利用で、食料・農
業・環境問題等の
解決に貢献

研
究
に
利
用

研
究
に
利
用

2020



遺伝子組換え農作物の現状

遺伝子組換え農作物等の規制による我が国の生物多様性の確保

○遺伝子組換え農作物等は、生物多様性等に影響を与える可能性があるため、品種毎に、安全性を科学的に評価し、安全性が確認されたもの
のみを使用する必要。
○遺伝子組換え生物を規制する国際的な枠組みである「カルタヘナ議定書」に基づき、平成１５年に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制に
よる生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）が成立、１６年に施行。

○平成１９年４月までに、１１作目９３品種の遺伝子組換え農作物について安全性を確認（隔離されたほ場での試験栽培を含む） 。

安全性確認の枠組み 管理の着実な実施

世界での遺伝子組換え農作物の栽培状況

栽培面積の推移

出典：国際アグリバイオ事業団（ＩＳＡＡＡ）
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輸入量 シェア

(千トン) (%)

米 国 16,343 96.8 61

中 国 449 2.7

そ の 他 93 0.6

合　計 16,885 100.0

米 国 3,220 79.7 89

ブ ラ ジ ル 378 9.4 45

そ の 他 439 10.9

合　計 4,037 100.0

カ ナ ダ 1,941 85.4 85

ｵ ｰ ｽ ﾄ ﾗ ﾘ ｱ 333 14.6

そ の 他 (0.476) 0.0

合　計 2,274 100.0

我が国への農産物別主要輸出国

遺伝子組換え
農作物の作付
割合(%)

ダ
イ
ズ

ナ
タ
ネ

我が国への輸入状況（2006年）

作
物

生産国

ト

ウ

モ

ロ

コ

シ

・生物多様性影響評価に
必要な新たな科学的知見
の集積
・検査技術の開発
・開発企業に対する情報
提供の指示・依頼

・我が国の生物多様性へ
の影響が未確認のものが
国内で流通してしまった場
合、回収や使用の中止等
の措置命令を発出

・我が国の生物多様性へ
の影響が未確認のものが
流通しないよう、栽培用の
種子等について検査を実
施
・必要に応じて追加を検討

水際での検査の実施

新たな知見の収集

適確な取締りの実施

栽培可

ｱ ﾙ ﾌ ｧ ﾙ ﾌ ｧ ３件 ３件 ０件

イ ネ ０件 ０件 １８件

ｶ ｰ ﾈ ｰ ｼ ｮ ﾝ ５件 ５件 ０件

ｾ ｲ ﾖ ｳ ﾅ ﾀ ﾈ １０件 ４件 ０件

ダ イ ズ ４件 １件 ２件

テンサイ １件 １件 １件

ﾄ ｳ ﾓ ﾛ ｺ ｼ ２５件 ２１件 ６件

パパイヤ １件 ０件 ０件

バ ラ ０件 ０件 ２件

ﾍﾞﾝﾄｸﾞ ﾗｽ ０件 ０件 １件

ワ タ １３件 ０件 １件

合　計 ６２件 ３５件 ３１件

(平成19年４月現在)

作　物

承認件数

一般的な使用 隔離ほ場
試験栽培

段階的な安全性確認の実施

※各試験段階で安全性に関
するデータを収集
そのデータに基づき安全性
評価を受け、安全性が確認さ
れると次の開発段階へ

食品等の安全性との整合性の確保安全性確認の項目

実験室、温室等での試験（国外、国内）

隔離ほ場での栽培試験

食用、飼料用、栽培等の使用

隔離ほ場試験の承認申請

一般的な使用のための承認申請

承認

承認

学
識
経
験
者
の

意
見
聴
取

遺伝子組換え農作物の承認状況

雑草化して他の野生植

物に影響を与えないか

有害な物質を生産する

おそれがないか

組み込まれた遺伝子が

野生植物の間に広まら

ないか

野生動植物へ
の影響の評価

遺伝子組換え農作物は、カルタヘナ法

に基づく承認に加えて、食品衛生法に基

づく食品安全性、飼料安全法に基づく飼

料安全性の確認を実施

欧米においても同様の枠組みで安全性

確認を実施
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